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 用 語 の 説 明 

 

◎ 被保険者の区分 

１．退職被保険者等 

   ６５歳未満の国保被保険者のうち、被用者年金の老齢（退職）年金の受給権者であって、

被用者年金の加入期間が２０年以上若しくは４０歳以降１０年以上である者と、その被扶養

者をいう。 

２．一般被保険者 

   １以外の国保被保険者 

   

◎ 国民健康保険法による保険給付関係 

１．療養の給付 

被保険者の疾病及び負傷に対して保険医療機関等から直接に医療という現物をもって給

付することをいう。 

診療費（入院、入院外、歯科）と調剤の支給額の合計である。 

被保険者は診療（療養の給付）を受ける際は一部負担金を負担する。 

 

    ≪一部負担割合≫ 

６歳未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・２割 

         ６歳以上７０歳未満 ・・・・・・・・・・・３割 

         ７０歳以上（一般、低所得者Ⅱ・Ⅰ）・・・・１割 

         ７０歳以上（一定以上所得者）・・・・・・・３割 

 

２．入院時食事療養・生活療養費 

食事療養費は入院時における食事にかかる費用。平成６年１０月より療養の給付より分離

し別個の給付として位置付けられた。平成１８年４月より負担方法が１日単位から１食単位

へ変更され、それに伴い標準負担額が変更された。 

また平成１８年１０月より療養病床に入院する７０歳以上について、食事の標準負担額が

変更されるとともに、新たに生活療養費として居住費（光熱水費）にかかる負担が追加され

居住費の標準負担額が設定された。平成２０年４月からは、対象者が７０歳以上から６５歳

以上の被保険者に改正された。 

 

３．訪問看護療養費 

    在宅の寝たきりの患者等に対し、看護師等を訪問させ、介護に重点をおいた看護サービス



の提供にかかる費用。 

 

４．療養費 

療養の給付を行うことが困難な場合、緊急その他やむを得ない場合等において、療養に要 

した費用を被保険者が一時支払い、事後にその費用を被保険者に現金で支給するものである。 

平成１３年１月から海外での病気やけがの治療に対しても海外療養費として給付されるこ 

とになっている。 

 

５．移送費 

入院治療や転院を要する場合で、緊急その他やむを得ない理由により自動車等を利用して 

移送の費用がかかったときに保険者が必要と認めた場合に支給するものである。 

 

６．療養諸費費用額 

療養の給付、入院時食事療養・生活療養費、訪問看護療養費、療養費及び移送費の費用額 

の合計である。 

療養諸費費用額＝保険者負担分＋一部負担金＋他法負担分 

 

入 院 入院外 歯 科 
調 剤 

入院時 

食事療養 

生活療養 

訪問看護 
診療費 

そ の 他 

移送費 

補装具、柔道整復術、

アンマ・マッサージ、  

はり・きゅう等 診  療  費 

療 養 の 給 付 療 養 費 

療 養 の 給 付 等 療 養 費 等 

療  養  諸  費 （ ＝ 医 療 費 ） 

 

７．高額療養費 

（１）１人・１か月・同一医療機関において、一部負担金が次の自己負担限度額を超えるとき 

に支給するものである。 

 

≪７０歳未満の自己負担限度額≫ 

一   般      ８０,１００円＋２６７,０００円を超えた医療費の1％  

     上位所得者     １５０,０００円＋５００,０００円を超えた医療費の1％               

     住民税非課税世帯   ３５,４００円 

 



≪７０歳以上の自己負担限度額≫ 

外来（個人単位）の限度額を適用後、世帯単位での限度額を適用する。 

 

      【外来（個人単位）自己負担限度額】 

一   般      １２,０００円 

一定以上所得者    ４４,４００円 

低所得者Ⅱ・Ⅰ      ８,０００円 

 

【外来＋入院（世帯単位）自己負担限度額】 

一   般      ４４,４００円 

一定以上所得者    ８０,１００円＋２６７,０００円を超えた医療費の1％  

低所得者Ⅱ       ２４,６００円 

       低所得者Ⅰ       １５,０００円 

 

（２）世帯合算 

同一月・同一世帯で、２１,０００円以上の自己負担額を２回以上支払った場合、それ

らを合算して自己負担限度額を超える部分について支給する。 

 

（３）多数該当 

同一世帯で、１２か月以内にすでに４回以上支給されているときは、４回目から次の

自己負担限度額を超える部分について支給する。 

 

≪４回目以降の自己負担限度額（７０歳未満）≫ 

一   般     ４４,４００円 

         上位所得者     ８３,４００円 

住民税非課税世帯  ２４,６００円 

 

      ≪４回目以降の自己負担限度額（７０歳以上）≫ 

       一定以上所得者   ４４,４００円 

 

（４）長期高額疾病 

長期高額疾病該当者の場合、月額１０,０００円を控除した額を現物給付するものであ

る。なお、人工透析が必要な７０歳未満の上位所得者は月額２０,０００円の控除額とな

っている。 

 



８．その他の保険給付 

  出産育児一時金、葬祭費等の支給である。 

 

 

◎ 諸率 

１．年間平均被保険者数（世帯数） 

平成２２年３月から平成２３年２月（国民健康保険組合は平成２２年４月から平成２３年 

３月）までの各月末における被保険者数（世帯数）の合計を１２で除した数値。 

 

２．件数（受診件数） 

毎月支給決定された件数（診療報酬明細書（レセプト）などの枚数）の総数をいう。 

 

３．日数 

診療した実日数をいう。 

 

４．受診率 

受診件数を被保険者数で除したものをいい、月間の件数を月末の被保険者数で除したもの 

を月別受診率、年間の総件数を年間平均被保険者数で除したものを年間受診率という。本書 

では１００倍して１００人当たり件数にしている。 

 

５．１件当たり日数 

年間診療日数を年間受診件数で除したもので、入院の場合は１か月間における平均入院日 

数、外来では１か月間の平均通院日数を意味する。 

 

６．１日当たり診療費 

診療に要した年間費用額を診療実日数（年間）で除したものであり、１日当たりの診療単 

価ともいえる。 

 

７．１人当たり診療費 

診療に要した年間費用額を被保険者数（年間平均）で除したものである。 


